
　「本人の適性・能力に関係のない事項を含んだ応募書類」の使用

令和8年度版

求人者のみなさまへ

新規学校卒業者の求人申込みから
受入れ・定着まで

新潟労働局職業安定部ホームページ「新潟ワークナビ」
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/

新潟ワークナビ 検索

新 潟 労 働 局 職 業 安 定 部
ハ ロ ー ワ ー ク

PL070319職安04ｰ新潟08

新潟ワークナビ　＞　各種バナー　＞　ユースエール認定制度
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/youthyell_001.html＜ユースエール認定マーク＞

「ユースエール認定企業」とは、若者の採用・育成に積極的
で若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を厚生労働大臣が認
定した企業です。
新潟労働局・ハローワークでは、認定した企業の情報発信を
後押しし、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。
詳しくは34ページをご覧ください。
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2027年 3月

（就職・採用活動日程に関する要請事項では、
　広報活動の開始は 3月 1日以降。86頁参照）

（就職・採用活動日程に関する要請事
　項では、面接会等実質的な選考活動
　開始は 6月 1日以降。86頁参照）

特に制限はありませんが、就職・採
用活動日程に関する要請事項（86頁）
を尊重し、採用活動の早期化につな
がらないよう配慮願います。

（28頁参照）

（68頁参照）

ハローワークインターネットサービス

なお、ＷＥＢ提供サービスに掲載された求人は、学校関係者のみ閲覧できます。

10

Ⅰ　学卒求人活動について
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2027年 3月

（就職・採用活動日程に関する要請事項では、
　広報活動の開始は 3月 1日以降。86頁参照）

（就職・採用活動日程に関する要請事
　項では、面接会等実質的な選考活動
　開始は 6月 1日以降。86頁参照）

特に制限はありませんが、就職・採
用活動日程に関する要請事項（86頁）
を尊重し、採用活動の早期化につな
がらないよう配慮願います。

（28頁参照）

（68頁参照）

ハローワークインターネットサービス

なお、ＷＥＢ提供サービスに掲載された求人は、学校関係者のみ閲覧できます。

10

採用計画について
新規学卒求人の申込みに当たっては、事業所の実情を踏まえるとともに、今後の事業展開や長期経営の見
通しに立って、各職場ごとに、中学・高校・大学等それぞれ学歴別に採用計画を策定してください。
原則として、求人受理確認を行った後の採用計画変更（求人取消、求人数削減）及び求人条件の変更は認

められません。（ P11参照）曖昧な採用計画による内定取消等は、社会人として職業生活の第一歩を踏み出
す新規学卒者に計り知れない打撃と失望を与えるばかりでなく、企業の社会的信頼を損なうことにつながり
かねません。

求人申込みの前に必ずご確認ください

新規学卒求人のお申込は、「ハローワークインターネットサービス」の「求人者
マイページ」からお申し込みください
※インターネット環境が整ってないなど、手書き帳票が必要な場合は、管轄のハローワーク
にお申し出ください。

【参考】求人者マイページでできること
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_possible.html

（１）初めてハローワークに求人を申込む場合 P3へ
※中途募集も含め、ハローワークを初めて利用して申込む場合

（２）過去にハローワークに求人申込みを行ったことはあるが、
求人者マイページを開設していない場合 P4へ

（３）求人者マイページを開設済みの場合 STEP2へ

STEP1：求人者マイページの開設・事業所情報の登録

P5を参考に、求人申込み手続きをお願いします。
【注意】
大卒等求人は２月１日から、高卒求人は６月１日から求人申込みの受付を開始します。
受付開始前にお申込みいただいた求人は無効となりますので、ご注意ください。

STEP2：求人の申込み

現行どおり（一部修正）

STEP3：求人情報の公開

頁

２ 求人申込み～求人公開までの流れ

- 2 -

「ハローワークインターネットサービス」により
インターネットを通じ全国の学生へ公開します。

ハローワークに設置されている端末でも閲覧できます。

2
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（１）はじめてハローワークに求人を申込む場合
初めてハローワークに求人を申し込む場合は、「求人者マイページ」のアカウント登録や
事業所情報及び求人情報の登録（※）が必要です。
※翌春卒業予定者の求人申込み手続きは、大卒等求人は２月１日以降、高卒求人は６月１日以降から可能です。
受付開始日前のお申込みは、自動的に今春卒業(予定)者向けの求人申込みの扱いとなるため、大卒等求人は３月
末、高卒求人は６月末に無効となりますのでご注意ください。

01 「ハローワークインターネットサービス」にアクセス

① ②

02 以下の手順で求人者アカウントを登録

③
「パスワード」
「認証キー」を入力

※メール配信から50分以内に

登
録
完
了

仮登録完了通知
メールが届くので、
「認証キー」を確認

メールアドレスの入力や
マイページ利用規約等
の確認、同意

03 事業所情報の仮登録
続けて事業所情報（仮登録）を入力します。
画面の指示に従って、必要情報を入力してください。

- 3 -

04 求人情報の仮登録
続けて求人情報（仮登録）を入力します。（※アカウント登録完了日の翌日から14日以内）
画面の指示に従って、必要情報を入力してください。
※P5〜や求人入力例（高卒求人P39〜50、大卒等求人P73〜83）を参考にしてください。

（２）求人者マイページを開設していない場合

管轄のハローワーク（P170〜173）に、「求人者マイページの開設希望」の旨をご連絡く
ださい。ハローワークで、「アカウント作成コード」を発行します。

01 ハローワークへ「求人者マイページ開設希望」の連絡

マイページ利用規約
等の確認、同意

① ②
必要事項の入力
・アカウント作成
コード
・Eメールアドレス等

以下の手順に沿って、求人者マイページを開設してください。

02 ハローワークインターネットサービスにアクセス

03 以下の手順で求人者マイページを開設

③
受付通知メールが
届くので、
「認証キー」を確認

④
「パスワード」
「認証キー」を入力

04 マイページにログインして求人を作成
P5へすすみ、求人申込み手続きを行ってください。

※メール配信から50分
以内に

開
設
完
了

- 4 -

05 ハローワークで確認後、本登録
事業所情報及び求人情報の仮登録後、お申し込みいただいた情報は管轄のハローワークに
て確認後、本登録となります。
登録内容に不明な点がある場合は、ハローワークよりご連絡させていただく場合がありま
す。
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（２）求人者マイページを開設していない場合

管轄のハローワーク（P170〜173）に、「求人者マイページの開設希望」の旨をご連絡く
ださい。ハローワークで、「アカウント作成コード」を発行します。

01 ハローワークへ「求人者マイページ開設希望」の連絡

マイページ利用規約
等の確認、同意

① ②
必要事項の入力
・アカウント作成
コード
・Eメールアドレス等

以下の手順に沿って、求人者マイページを開設してください。

02 ハローワークインターネットサービスにアクセス

03 以下の手順で求人者マイページを開設

③
受付通知メールが
届くので、
「認証キー」を確認

④
「パスワード」
「認証キー」を入力

04 マイページにログインして求人を作成
P5へすすみ、求人申込み手続きを行ってください。

※メール配信から50分
以内に

開
設
完
了

- 4 -

05 ハローワークで確認後、本登録
事業所情報及び求人情報の仮登録後、お申し込みいただいた情報は管轄のハローワークに
て確認後、本登録となります。
登録内容に不明な点がある場合は、ハローワークよりご連絡させていただく場合がありま
す。
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（３）求人者マイページを開設済みの場合
求人者マイページにログインし、求人申込み手続き（※）を行います。
※翌春卒業予定者の求人申込み手続きは、大卒等求人は２月１日以降、高卒求人は６月１日以降から可能です。
受付開始日前のお申込みは、自動的に今春卒業(予定)者向けの求人申込みの扱いとなるため、大卒等求人は３
月末、高卒求人は６月末に無効となりますのでご注意ください。

01 「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし、
求人者マイページにログイン

- 5 -

02 パターン別にメニューを選択する

パターン１ 求人検索

以前に作成した求人情報を転用して、
新たに求人情報を登録する場合
（転用登録）

03「転用可能な求人から転用登録」へ

パターン2 新規求人情報を登録

初めて申し込む求人情報の場合
04「新規求人情報を登録」へ

登録したメールアドレスとパスワードを
入力し、ログインしてください。
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（３）求人者マイページを開設済みの場合
求人者マイページにログインし、求人申込み手続き（※）を行います。
※翌春卒業予定者の求人申込み手続きは、大卒等求人は２月１日以降、高卒求人は６月１日以降から可能です。
受付開始日前のお申込みは、自動的に今春卒業(予定)者向けの求人申込みの扱いとなるため、大卒等求人は３
月末、高卒求人は６月末に無効となりますのでご注意ください。

01 「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし、
求人者マイページにログイン

- 5 -

02 パターン別にメニューを選択する

パターン１ 求人検索

以前に作成した求人情報を転用して、
新たに求人情報を登録する場合
（転用登録）

03「転用可能な求人から転用登録」へ

パターン2 新規求人情報を登録

初めて申し込む求人情報の場合
04「新規求人情報を登録」へ

登録したメールアドレスとパスワードを
入力し、ログインしてください。

必要な編集を行い、求人の仮登録をしてください。
※求人入力例（高卒求人P39〜50、大卒等求人P73〜83 ）を参考にしてください。

以前に申し込んだ求人を元に、新しく求人情報を登録することができます。
求人検索機能で、「転用可能な求人」を検索する方法が便利です。

03 転用可能な求人から転用登録する

- 6 -

一時保存中の求人がある場合は「転用可能な求人」ラジオボタンは選択できません。
その場合は、一時保存中の求人情報の入力を完了する、または、以下の流れで削除して
ください。
①画面上部の「ホーム（求人/応募管理）」ボタンを押下
②「新規求人情報を登録（一時保存から再開）」ボタンを押下
③「一時保存した情報を削除」ボタンを押下

Point
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次の１〜８のステップについて、画面の指示に従って入力してください。

04 新規求人情報を登録

- 7 -

05 ハローワークで確認後、本登録
事業所情報及び求人情報の仮登録後、お申し込みいただいた情報は管轄のハローワークに
て確認後、本登録となります。登録内容に不明な点がある場合は、ハローワークよりご連
絡させていただく場合があります。

ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアドバイスを行っています。
お気軽にご相談ください。

Point

※スクショ画像 取り寄せ中

1.求人区分等

7.選考方法・応募前職場見学

2.事業所情報 3.仕事内容 4.賃金・手当 5.労働時間 6.保険・年金・定年等

8.⻘少年雇用情報

入力の途中で「一時保存」
をすることができます。

各入力項目の詳細は、以下
の頁を参照してください。

・高卒求人
P39〜50

・大卒等求人
P73〜83 

最後まで入力を終えたら、
求人票(仮)のプレビューを
表示し、内容をよく確認の
上、登録を完了してくださ
い。

■ハローワークインターネットサービス・マイページに関するお問い合わせ（ヘルプデスク）
【電話番号】0570-077450 【受付日時】月曜〜⾦曜（年末年始、祝日を除く）／9:30〜18:00
【Eメール】helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp
※お電話によるお問い合わせは、ナビダイヤルのため通話料がかかります。

−7−
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※ ｢オンライン⾃主応募の受付｣は、求⼈者が「可」とした求⼈に限られ、求⼈ごとに設定が可能です。

※ オンライン⾃主応募を受け付ける場合は、求⼈者マイページから変更可能です。

※ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求⼈で、就業先事業所を明⽰できない求⼈については、
オンライン⾃主応募を受け付けることができません。

※ 詳しくは、 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000820477.pdf をご覧ください。

新規⼤学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６⽉１⽇以降に採⽤選考
活動を開始するよう要請しています。オンライン⾃主応募を受け付ける場合も、この要
請を遵守してください。

「オンライン⾃主応募」とは、求職者マイページを開設する求職者が、求職者マイ
ページから求⼈者マイページを通じて直接応募する⽅法をいいます。

「オンライン⾃主応募」は求職者の⾃主的な求職活動であり、ハローワークの職業紹
介を介しない応募⽅法となります。

求職者からのオンライン⾃主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の
職業紹介を要件とする特定求職者雇⽤開発助成⾦等は対象とはなりません。

オンライン⾃主応募に伴って⽣じるトラブル等については当事者同⼠で対応すること
になります。

求職者からの直接応募を受け付ける
ハローワークインターネットサービス「オンライン⾃主応募」のご案内

「オンライン⾃主応募」とは

「オンライン⾃主応募」は、ハローワークインターネットサービスに掲載した求⼈に対して、
求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募することをいいます。

1 オンライン⾃主応募の注意点

２ オンライン⾃主応募の受付の設定⽅法

【公開希望欄】
①以下どちらかを選んだ場合のみ、オンライン
⾃主応募の受付が可能になります。

「１．事業所名等を含む求⼈情報を公開する」
「２．ハローワークの求職者に限定し、事業所
名等を含む求⼈情報を公開する」

【オンライン⾃主応募の受付欄】
②「オンライン⾃主応募を受け付ける」を選択

③「オンライン⾃主応募に関する注意⽂」を確
認し、以下にチェックをします。
「注意⽂を確認し、内容に同意します。」

★「オンライン⾃主応募」の受付は、「求⼈区分等登録」ページの「求⼈情報・事業所名の公開範囲」にて設定できます。

参考資料
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－10－

Ⅰ

－4－

Ⅰ

（ ）

新規学卒求人申込み手続き、求人活動のルール等について
求⼈者マイページから求職者への ｢直接リクエスト｣ のご案内

〇 求⼈者マイページから求職情報検索を⾏い、⾃社求⼈に応募してほしい求職者に、マイページを
通じてメッセージと応募を検討して欲しい求⼈の情報を直接送付できる機能※です。

〇 直接リクエストは、求⼈者マイページを開設し、応募受付⽅法について｢オンライン⾃主応募の
受付｣を可とする有効中の求⼈がある場合に⾏うことができます。

※ 対象となる求職者が求職者マイページを開設している場合に限ります。開設していない求職者へのリクエスト
は、求職情報詳細画⾯に表⽰されている問い合わせ先ハローワークへご連絡ください。

「直接リクエスト」とは

【マイページ上の表⽰画⾯イメージ】

直接リクエストをする場合、
【リクエスト】ボタンを押し
ます。

10000-XXXXXXX

10000-XXXXXXX

13010-XXXXXXX

新規⼤学等卒業・修了予定者については、卒業・修了年度の６⽉１⽇以降に採⽤選考活動を
開始するよう要請しています。直接リクエストを⾏う場合も、この要請を遵守してください。

求⼈者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求⼈へ直接応募した
場合（オンライン⾃主応募）、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク
等の職業紹介を要件とする助成⾦※の対象外です。求職者の応募⽅法は指定できないため、助
成⾦の対象とならない前提で直接リクエストを⾏ってください。

※特定求職者雇⽤開発助成⾦、トライアル雇⽤助成⾦、地域雇⽤開発助成⾦

公開されている求職者情報は求職者⾃⾝が公開内容に責任を持って作成したものです。
ハローワークが確認していない内容を含む場合もあります。

直接リクエストおよびオンライン⾃主応募に伴って⽣じるトラブル等は当事者同⼠で対応
することが基本です。ハローワークがトラブル等に対応することはできません。

労働者派遣事業所や請負事業所からの求⼈で、就業先事業所を明⽰できない求⼈は、オンラ
イン⾃主応募の対象とすることができず、直接リクエストの機能は使⽤できません。

直接リクエストの注意点

｢直接リクエスト｣の詳しい⽅法は、下記URL・⼆次元バーコードからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000905076.pdf

参考資料
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新規学卒求人申込み手続き、求人活動のルール等について
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（1）的確な採用計画の樹立
新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるものであり、

それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなります。

的的確確なな採採用用計計画画にに基基づづくく求求人人数数ををおお願願いいししまますす。

新規学卒求人の申込みにあたっては、事業所の実情を踏まえるとともに、今後の事業展開や長期経

営の見通しに立って、各職場毎に、中学、高校、大学等それぞれ学歴別に採用計画を策定してくださ

い。曖昧な採用計画による内定取消し等は、社会人として職業生活の第一歩を踏み出す新規学卒者に

計り知れない打撃と失望を与えるばかりでなく、企業の社会的信頼を損なうことにつながりかねませ

ん。

Ⅶ 2⃣ 採用内定取り消し防止について P141～143

（2）求人票の作成について
求人票は、学生・生徒が最初に触れる「会社の顔」であるといえます。

読みづらい求人票はとかく敬遠されがちです。求人条件やアピールポイントは、「求人入力例」を

参考に詳細にわかりやすく記載してください。

求人入力例 高卒求人…P39～50 大卒等求人…P73～83

なお、「改正男女雇用機会均等法」により募集・採用における性別を理由とする差別は禁止されて

います。

Ⅴ 2⃣ 性別で差別していませんか P103～110

採用予定人数は厳正な採用計画により記入してください

上記（１）でも前述のとおり、採用予定人数は的確な採用計画に基づき、新新卒卒者者のの採採用用枠枠がが確確保保

さされれてていいるる人人数数をを記記入入してください。

採用予定の職種が複数あるなど、求人の申込みを複数行う場合は、そそれれぞぞれれ新新卒卒者者のの採採用用枠枠がが確確

保保さされれてていいるる人人数数をを記記入入してください。

原原則則ととししてて、、求求人人受受理理確確認認をを行行っったた後後のの採採用用計計画画のの変変更更（（求求人人取取消消しし、、求求人人数数削削減減

等等））及及びび求求人人条条件件のの変変更更はは認認めめらられれまませせんん。。

経済情勢の急激な変動等によりやむを得ず変更の必要が生じた場合は、あらかじめ公共職業安定

所長及び学校長に対して必要な事項を通知することが法律（※）で定められています。

必必ずず事事前前ににハハロローーワワーーククへへ相相談談ししててくくだだささいい。。

※職業安定法施行規則第 条第 項
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求人票は公式書類です

求人票に記入された労働条件や福利厚生施設の状況についてなどの求人条件は、入職日には必ず

実施できる内容でなければなりません。

単なる計画や見込みは記入しないでください。

求人申込みの手続き

① 求人の申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で申し込んでください。

人事権のない出張所や営業所は申込みできませんので、本社等人事権のあるところで一括して

管轄のハローワークに申し込んでください。

② 求人の申込みは、必ず事業所の採用・人事責任者が行ってください。

③ 希望する大学等がある場合は、各学校ごとに所定の様式が定められておりますのでご注意くだ

さい。

受理できない求人

求人申込みに際しての採用条件として、「家庭環境の良好な方」や「心身ともに健全な方」など

の条件をつける事業所があります。

これは、適正・能力による採用選考の基本に反するものであると同時に、職業安定法の均等待遇

の原則にも反しますので、このような採用条件は設けないでください。

また、新規学校卒用予定者を対象とする求人票の記載に当たっては、「仕事の内容」欄を具体的

かつ詳細に記入していただくとともに、身体条件によってはその作業遂行が困難と思われる場合は、

「求人条件に係る特記事項」欄にその理由等を記入してください。

職務の具体的な検討もなしに、一般的に「身体に障害のある人は不可」や「四肢健全であるこ

と」などの条件を付すことは、障害者雇用促進法の規定により求人を受理することはできません。

労働条件の明示

平成29年３月31日に職業安定法が改正され、労働条件の明示について、新たに「当初明示した労

働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない」と義務づけられるなど、

労働者の募集や求人申込みの制度が平成30年１月１日から変わりました。

また、令和４年３月31日の法改正で、労働者の募集を行う際に求人情報や自社に関する情報の的

確な表示が義務づけられ、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならなくなりました。

さらに、職業安定法施行規則の改正により、令和６年４月１日から明示しなければならない労働

条件に、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場

合の基準が追加されました。

詳しくは次のページから
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労働者を募集する企業の皆様へ
～求人の申込みや労働者の募集に当たっての留意事項～

＜平成 年職業安定法の改正等＞

職業安定法や省令・指針の改正を踏まえ、労働者の募集を行う際の労
働条件の明示等について、留意点をお知らせします。

LL020114需01

労働条件に
変更があった場合、
その確定後、
可能な限り速やかに

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなけ
ればなりません。（職業安定法改正により新設されました）

ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、
労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。

労働条件の明示が必要な時点（タイミング）１

厚生労働省・都道府県労働局

時 点 必要な明示
ハローワークや職業
紹介事業者への
求人申込み、
自社ＨＰでの募集、
募集広告の掲載
等を行う際

求人票や募集要項等において、労働条件（詳細は次ページ）を明示すること
が必要です。
○ 求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳細は面談
の時にお伝えします」などと書いた上で、労働条件の一部を別途明示するこ
とも可能です。

○ この場合原則として、初回の面接等、求職者や募集に応じて労働者にな
ろうとする者（以下、「求職者等」）と最初に接触する時点までに、全ての労
働条件を明示すべきとされています。

○ 面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者等に知
らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが
必要です。（明示すべき事項については、厚生労働省ホームページに掲載の
「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。）

改正

参考資料
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労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。

労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなけ
ればなりません。ただし、求職者等が希望する場合には、電子メール等によることも可能です。

最低限明示しなければならない労働条件等２

労働条件明示に当たって遵守すべき事項３

記載が必要な項目 記載例
◎業務内容 一般事務

◎契約期間 期間の定めなし

◎試用期間 試用期間あり（３か月）

◎就業場所 本社（●県●市●－●） 又は
△支社（△県△市△－△）

◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働

～
～

土日、祝日
あり（月平均 時間）

◎賃金 月給 万円（ただし、試用期間中は月給 万円）

◎加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険

◎募集者の氏名又は名称 ○○株式会社

（○派遣労働者として雇用
する場合）

雇用形態：派遣労働者

◎受動喫煙防止措置の状況 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）

職職業業安安定定法法にに基基づづくく指指針針等等のの主主なな内内容容

○ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。

○ 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中
の労働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約で
あっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本
採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。

○ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。

○ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。

○ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された
場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。

裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
（例）「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」

時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」）を採用
する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円（②の手当を除く額）
② □□手当（時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

平成30年１月１日より追加等された事項 令和２年４月１日より追加される事項

同意した場合に高度プロフェッショナル制度の適用が予定される場合には、その旨の記載が必要です。

令和 ２年 ４月 １日から追加された事項平成30年 １ 月 １ 日から追加等された事項
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変更明示は、求職者等が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
以下の①の方法が望ましいですが、②の方法などにより適切に明示することも可能です。

変更明示に当たっては、その他にも以下のような点に留意が必要です。

以下の①～④のような場合に、変更明示が必要となります。

職職業業安安定定法法にに基基づづくく指指針針等等のの主主なな内内容容
○ 労働者が変更内容を認識した上で、労働契約を締結するかどうか考える時間が確保さ
れるよう、労働条件が確定した後、可能な限り速やかに変更明示をしなければなりませ
ん。

○ 変更明示を受けた求職者等から、変更した理由について質問をされた場合には、適切
に説明を行うことが必要です。

○ 当初明示した労働条件の変更を行った場合には、継続して募集中の求人票や募集要項
等についても修正が必要となる場合がありますので、その内容を検証した上で、必要に
応じ修正等を行うことが必要です。

変更明示の方法等について４

○ 変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。学校卒業見
込者等については、特に配慮が必要であることから、変更を行うことは不適切です。ま
た、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働
条件明示を書面により行わなければなりません。

○ 変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合（虚偽
の内容や、明示が不十分な場合）は、行政による指導監督（行政指導や改善命令、勧
告、企業名公表）や罰則等の対象となる場合があります。

○ 変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政による
指導や罰則等の対象となることには変わりありません。

① 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

例）当初：基本給 万円／月 ⇒ 基本給 万円／月

② 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

例）当初：基本給 万円～ 万円／月 ⇒ 基本給 万円／月

③ 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

例）当初：基本給 万円／月、営業手当３万円／月 ⇒ 基本給 万円／月

④ 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

例）当初：基本給 万円／月 ⇒ 基本給 万円／月、営業手当３万円／月

① 当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法

② 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、
脚注を付ける方法。
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募集情報等提供事業者の皆さまへ

職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。

労働者の募集ルールが変わります
改正職業安定法 （令和４）年 月１日施行

求人企業の皆さま

１ 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

正確かつ最新の内容に保つ義務
以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

対象の広告・連絡手段
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、
ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、
放送（テレビ・ラジオ等）、オンデマンド放送等

対象となる手段
様々な広告・連絡手段が的確な表示の義務の対象となります。

令和４年 月１日以降も、現在と同様に、個別の応募者と最初に接触するまでの
時点に、労働条件を明示しなければなりません。
労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要がありま
す。

！

 募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
例：自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。

 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映する
よう速やかに依頼する。

 いつの時点の求人情報か明らかにする。
例：募集を開始した時点、内容を変更した時点 等

 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速や
かに対応する。

自社に関する情報
自社に関する情報についても、以下のような表示をしないようにする必要があります。

× • 上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する。
• 実際の業種と異なる業種を記載する。

求人企業に対して、①求人情報や②自社に関する情報の的確な表示が義務付けられ
ます。
 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
 求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

需

参考資料

募集情報等提供事業者の皆さまへ

職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わりました。

労働者の募集ルールが変わりました
改正職業安定法 （令和４）年 月１日施行

求人企業の皆さま
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事業主の皆さまへ

職業安定法施⾏規則の改正により、2024（令和６）年４⽉１⽇以降、ハローワーク
に求⼈申込みを⾏う場合は、求⼈票に以下の①〜③の明⽰をお願いします。
① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

※「変更の範囲」とは、雇⼊れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の⾒込みも含めた、
締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

・採⽤後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲︓
変更なし」と明⽰してください。

・将来の配置転換など、雇⼊れ直後の業務と異なる業務に配置される⾒込みがある場
合には、同欄に変更後の業務を明⽰してください。

採⽤後、雇⼊れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される⾒込みがある場合は、
転勤の可能性を「１．あり」とした上で、「補⾜事項」欄⼜は「求⼈条件にかかる特
記事項」欄に転勤範囲を明⽰してください。

グループホーム（２ユニット︓１８⼈定員）にて、ご利⽤者様に対する
⽣活全般の介護サービスを提供いただきます。
〈主な業務〉
・移動、⾷事、⼊浴（２⼈体制）、排泄など⽇常⽣活の介助
・介護記録作成 ・誕⽣⽇会などレクリエーション開催
・買い物代⾏や、⾷材の買い出し ・機能訓練 など
※社⽤⾞（普通⾞１ＢＯＸ︓ＡＴ⾞）の運転をお願いすることがあります
変更範囲︓会計・経理事務、障害者福祉施設指導員

求⼈票に明⽰ する 労働 条件 が
新たに 3 点 追 加 さ れ たのでご留 意ください

仕
事
の
内
容

転勤の可能性 あり
補
⾜
事
項

か
か
る
特
記
事
項

求
⼈
条
件
に

試⽤期間：３ヶ⽉

転勤の範囲︓新潟県内（A事業所、B事業所）

・⼿当はほかに以下のものがあります。
資格⼿当：当社の定める資格の保有者に
対して、⽉１万円⽀給

③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準

・雇⽤期間の定めがあり、当初の予定の雇⽤期間終了時点で契約更新をする可能性
がある場合は「契約更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確
実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

※ 通算 契約 期間 また は更新回数の上限を含みます。

■原則更新の場合は以下のように明⽰してください。
有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「求⼈条件にかかる特記事項」欄に「更新上限︓有（通算契約期間○年／更新回数○回）」
※更新上限がない場合に、その旨を明⽰する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明⽰してください。
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
※更新上限がない場合に、その旨を明⽰する必要はありません。

参考資料
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固定残業代制を採⽤する場合は、募集要項や求⼈票などに、
次の①〜③の内容すべてを明⽰してください。

厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

近年、募集要項や求⼈票の「固定残業代」を含めた賃⾦表⽰をめぐるトラブル
が⾒受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
⽰が重要であり、「若者雇⽤促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表⽰をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求⼈・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の

明⽰をしっかり⾏っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求⼈を受け
付ける際は明⽰が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

若者の募集・求⼈の申込みをお考えの事業主の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ

固定残業代 を賃⾦に含める場合は、
適切な表⽰をお願いします。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、

休⽇労働および深夜労働に対して割増賃⾦を追加で⽀払う旨

第⼆の⼀（⼀）ハ（ハ）
賃⾦に関しては、賃⾦形態（⽉給、⽇給、時給等の区分）、基本給、定額的に⽀払われる⼿当、通勤⼿当、昇給に

関する事項等について明⽰すること。また、⼀定時間分の時間外労働、休⽇労働及び深夜労働に対する割増賃⾦を定
額で⽀払うこととする労働契約を締結する仕組みを採⽤する場合は、名称のいかんにかかわらず、⼀定時間分の時間
外労働、休⽇労働及び深夜労働に対して定額で⽀払われる割増賃⾦（以下この（ハ）及びレ（ハ）において｢固定残
業代｣という。）に係る計算⽅法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下この（ハ）において
「固定残業時間」という。）及び⾦額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業
時間を超える時間外労働、休⽇労働及び深夜労働分についての割増賃⾦を追加で⽀払うこと等を明⽰すること。

※※

※「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、⼀定時間分の時間外労働、休⽇労働および深夜労働に
対して定額で⽀払われる割増賃⾦のことです。

⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地⽅公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（抜粋）

※「□□」には、固定残業代に該当する⼿当の名称を記載します。
※「□□⼿当」に固定残業代以外の⼿当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※ 深夜労働や休⽇労働について固定残業代制を採⽤する場合も、同様の記載が必要です。

▶ 時間外労働について固定残業代制を採⽤している場合の記載例
① 基本給（××円）（②の⼿当を除く額）
② □□⼿当（時間外労働の有無にかかわらず､○時間分の時間外⼿当として△△円を⽀給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃⾦は追加で⽀給

【注意点】

【参考】

LL040930開若04

参考資料
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時間外労働（休日労働は含まず）の上限（「限度時間」という。）は、原則として、月45時間、年

360時間（対象期間が 3か月を超える 1年単位の変形労働時間制を採用する場合は42時間、年320時

間）です。

また、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場

合に、「特別条項付き協定」を結べば、年 6回までに限り、限度時間を超えて時間を延長することが

できますが、この場合でも延長時間をできる限り短くするよう努めてください。

なお、 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は目安時間（※）を超えないように努め

てください。

（※） 1週間：15時間、 2週間：27時間、 4週間：43時間

併せて、36協定は事業場において提示するなどの方法で、労働者に周知する必要があるものです。

求人申込みの「時間外労働」欄の「時間外労働の月平均」欄等の記入を適切に行うため、以下の�

①、②の場合には「36協定届」の内容を確認しますので、提示をお願いします。

①�　「時間外の月平均」欄に、 1年間の時間外労働の上限時間（720時間）を12か月で割った時間

を超える時間数が記載されている場合

②　�特別な事情が生じた際に時間外労働時間が臨時的に限度時間を超えることがある場合

⑴�　労働基準法第32条の 4 に基づく対象期間が 3か月を超える 1年単位の変形労働時間制を採用し

ている場合、求人申込みの「時間外労働」欄の「時間外労働の月平均」欄に、月平均27時間（年

320時間÷12月、 1時間未満を繰り上げ）を超える時間数が記載されている場合は、労働基準法で

定める 1年間の限度時間（320時間）を超えるおそれがあります。

⑵�　上記以外の場合、求人申込みの「時間外労働」欄の「時間外労働の月平均」欄に、月平均30時

間（年360時間÷12月）を超える時間数が記載されている場合には、労働基準法で定める 1年間の

限度時間（360時間）を超えるおそれがあります。

⑶�　「特別条項付き協定」の内容の記載について

36協定に「特別条項」が付されている場合には、求人申込みの「時間外労働」欄の「時間外労

働の月平均」欄には、通常の場合の月平均の時間外労働時間を記載した上で、「時間外労働」欄の

「特別な事情・期間等」欄に特別条項として定めた「特別の事情」（臨時的なものに限る）が生じ

た場合の時間外労働の時間や内容等が分かるように記載をお願いします。

【記載例】

時間外労働及び休日労働について、特別の事情が生じた場合、労使の協議を経て年 4回を限度

として時間外労働及び休日労働の合計 1か月60時間まで延長することができ、時間外労働を 1年

550時間まで延長することができる。
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 労働基準法では、労働時間は原則として、１⽇８時間・１週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも１回与
えることとされています（このパンフレットではこれを「法定休⽇」といいます。）。

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合に
は、
 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
 所轄労働基準監督署⻑への届出
が必要です。

 36協定では、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなけ
ればなりません。

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の⼿続きを
とらなければ、これを延⻑することはできません。

時間外労働・休⽇労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

Ⅰ．法令解説編

労働時間・休⽇に関する原則
法律で定められた労働時間の限度

１⽇ ８時間 １週 40時間及び これを超えるには、
36協定の締結・届出が必要です。

法律で定められた休⽇
毎週少なくとも１回

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されています。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限
が設けられています。

 時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がな
ければこれを超えることができません。

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
 時間外労働が年720時間以内
 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
 時間外労働と休⽇労働の合計について、「２か⽉平均」「３か⽉平均」「４か⽉平
均」「５か⽉平均」「６か⽉平均」が全て１⽉当たり80時間以内

 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年６か⽉が限度
 上記に違反した場合には、罰則（６か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦）が科され
るおそれがあります。

特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に、時間外労働と休⽇労働の合計は、⽉
100時間未満、２〜６か⽉平均80時間以内にしなければなりません。

︕

（※）例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝44
時間、休⽇労働＝56時間、のように合計が⽉100時間以上になると法律違反となります。

労働基準法における労働時間の定め
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上限規制の
イメージ

法定労働時間
１⽇８時間
週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か⽉まで)
年720時間
複数⽉平均80時間＊
⽉100時間未満＊

＊休⽇労働を含む

法律による上限
（原則）
⽉45時間
年360時間

2024年4⽉から上限規制の適⽤が猶予されていた事業・業務に上限規制
が適⽤されるようになりました。

猶予後の取扱い
（2024年４⽉１⽇以降）

事業・業務

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適⽤されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、
⽉100時間未満
２〜６か⽉平均80時間以内
とする規制は適⽤されません。

建設事業

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となりま
す。
時間外労働と休⽇労働の合計について、
⽉100時間未満
２〜６か⽉平均80時間以内
とする規制は適⽤されません。
時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年６か⽉までとする規制は適⽤され
ません。

⾃動⾞運転
の業務

 新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適⽤が除外されています。
なお、新技術・新商品等の研究開発業務については、 １週間当たり40時間を超えて労働
した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が罰則付きで義務付
けられています。
事業者は、⾯接指導を⾏った医師の意⾒を勘案し、必要があるときには就業場所の変更
や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

医師、⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業についても2024年4⽉1⽇以降上限規制が適⽤
されるようになります。

Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－
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Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－

Ⅰ

－11－

②　パートタイム労働者にも出勤日数に応じた有給休暇を与えること。
③�　年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対して、最低でも年 5日取得さ
せること。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、65歳未満の定年を定めている事
業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年年齢を65歳まで引き上げ
る、②65歳までの継続雇用制度を導入する、③定年の定めを廃止するのいずれかの
措置を講じなければならないこと。

　法定時間外労働、深夜労働に対して 2割 5分以上の率、法定休日労働に対しては
3割 5分以上の率で計算した割増賃金を支払うこと。（法定時間外労働が深夜に及
んだときは 5割以上、法定休日労働が深夜に及んだときは 6割以上の割増率となる）

注 1年単位の変形労働時間制。年間365日で計算
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－12－

Ⅰ

24

労働契約を結ぶにあたっては、労働者に対し賃金・労働時間その他の労働条件を
明示すること。また、労働契約の期間、契約更新の有無、判断の基準、更新の上限、
無期転換申込機会、賃金、就業場所（変更の範囲を含む）、従事する業務（変更の
範囲を含む）、労働時間、休日、休暇及び退職に関する事項については、書面で交
付すること。なお、就業規則で賃金に関する事項を提示又は周知することによって
明示する場合は、賃金等級を表示した辞令等を交付する方法でも差し支えない。（労
働条件通知書の見本は64ページを参照してください）
就業規則（従業員10名以上）や給与規程が作成されていること。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険等の労働保険、社会保険に加入して
いること。当該適用事業所で未手続きの事業所は早急に手続きを行ってください。

新潟県の最低賃金は現在次の頁のように定められています。
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Ⅰ

－15－

求人者または求人者から委託を受けた者が直接生徒の家庭を訪問することは、中学・高校・大学等

を問わず一切禁止されています。

−26−

　
　

に
つ
い
て

Ⅰ　

学
卒
求
人
活
動



－16－

Ⅰ Ⅰ

－17－

Ⅰ

－17－
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Ⅰ Ⅰ

－17－

令和 2

～次の場合は「文書募集の規制」に抵触します！～
（ケース １ ）

５ 月発行の高校生向け進路ガイドに、自社への入社や応募をよびかける企業情報の掲載を依頼した。
＊求人票公開前（ ７ 月より前）に、求人募集情報を提供することはできません。

なお、具体的な求人条件を掲載した場合だけでなく、掲載内容に「待っています」、「一緒に
働きましょう」など、応募・入社を呼びかける内容が含まれているだけでも文書募集に該当
しますので、ご注意ください。

（ケース ２ ）
求人票公開前の ６ 月に、自社ホームページにおいて、来春卒業予定の高校生に向けて、求人募集

を掲示した。 
＊求人募集の掲示は、自社ホームページ以外にも、各種WebサイトやSNSなども含まれます。

なお、求人票公開日以降、ハローワーク名および求人番号を付記しての掲載をお願いします。
（ケース ３ ）

高校生向け進路ガイドに、求人票とは異なる労働条件を掲載した。
＊ハローワークで確認を受けた求人内容でなければなりません。
例：・�求人票では正社員としていたが、ガイドでは入社後 ３ か月はアルバイトとの条件が記載

されていた。
・求人票に記載がない職種の募集を記載した。

（ケース ４ ）
企業情報ガイドに求人情報を掲載したが、ハローワーク名および求人番号の掲載がなかった。

なお、抵触した場合は、その情報等の掲載を依頼した企業がハローワークの指導対象となり、指
導が完了するまで、求人票の返戻や求人公開、求人への応募推薦が一時停止されるなど、採用選考
活動に影響を及ぼすことがありますので、充分にご注意ください。 

ご注意ください!!

高卒者を対象とする文書募集の開始時期は、令和 ８年度は 7月 1日以降です。

Ⅰ

－17－

このことから、新聞広告やポスター、テレビ、ラジオ、インターネット等による募集については

一定の制限があり、次のとおり定められています。
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Ⅰ

－17－

令和 4年 6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当

たっての基本的な考え方」（ 3者合意）を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化

するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選

考活動に使用できるよう見直されました。

この改正は、令和 7年 3月に卒業・終了する学生が、令和 5年度に参加するインターンシップから

適用されています。中小企業やスタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだイン

ターンシップの実施を自社の魅力・良さ・仕事のやりがい等を学生に伝える機会と捉え、前向きにご

検討ください。

（詳しくは、次のページを参照してください。）
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Ⅰ

－17－

令和５年度から⼤学⽣等のインターンシップの取扱いが変わりました

■ 令和４年６⽉、⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの
推進に当たっての基本的考え⽅」（３省合意）を改正し、⼤学⽣等のキャリア形成⽀援に係る
取組を類型化するとともに、⼀定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学⽣情報を、
広報活動や採⽤選考活動に使⽤できるよう⾒直しました。
(「採⽤と⼤学教育の未来に関する産学協議会」（経団連と⼤学関係者で構成）が令和４年４⽉に公表した報告書を踏まえた
⾒直しです。題名も「インターンシップを始めとする学⽣のキャリア形成⽀援に係る取組の推進に当たっての基本的考え
⽅」に改めています。）。

■ この改正は、令和７年３⽉に卒業・修了する学⽣（学部⽣ならば令和５年度に学部３年⽣に
進学する学⽣）が、令和５年度に参加するインターンシップから適⽤されます。中⼩企業や
スタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施を
⾃社の魅⼒・良さ・仕事のやりがい等を学⽣に伝える機会と捉え、前向きにご検討ください。

改正のポイント

① インターンシップ等の学⽣のキャリア形成⽀援に係る取組を４つに類型化
「インターンシップ」とは称さない 「インターンシップ」と称して実施

就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」
や「教育」が⽬的

タイプ１
オープン・
カンパニー

タイプ２
キャリア教育

タイプ４
⾼度専⾨型インターン
シップ（試⾏）

就業体験が必須 「⾃⾝の能⼒の⾒極め」や
「評価材料の取得」が⽬的

② ⼀定の基準を満たすインターンシップ（タイプ３）で取得した学⽣情報を、広報活動・採⽤選考
活動の開始時期以降に限り、それぞれ使⽤可能

【⼀定の基準とは】
・就業体験要件（実施期間の半分を超える⽇数を就業体験に充当）
・指導要件（職場の社員が学⽣を指導し、学⽣にフィードバックを⾏う）
・実施期間要件（汎⽤能⼒活⽤型は５⽇間以上。専⾨活⽤型は２週間以上）
・実施時期要件（卒業・修了前年度以降の⻑期休暇期間中）
・情報開⽰要件（学⽣情報を活⽤する旨等を募集要項等に明⽰）

３省合意⽂書

https://www.mhlw.g
o.jp/content/118000
00/000949684.pdf

https://www.sangaku
kyogikai.org/activities

産学協議会事務局
解説動画

https://youtu.be/
TqfHF0lgtdA

産学協議会
2021年度報告書

■ タイプ１〜４は学⽣のキャリア形成⽀援に係る取組であって、採⽤活動では
ありません。
学⽣は採⽤選考活動開始時期以降、改めて採⽤選考のためのエントリーが必要

になります。
■ タイプや基準の詳細のほか、インターンシップ実施の際の体制整備、安全、
災害補償の確保、ハラスメント対応、労働関係法令の適⽤、受け⼊れ時の公正性
等の確保等の留意事項は、３省合意をご確認ください。

（活⽤例） 広報活動開始以降 ︓企業説明会の案内送付等
採⽤選考活動開始以降︓採⽤選考プロセスの⼀部免除等

３学年次３⽉〜

広報活動
採⽤選考活動

インターンシップ
〜３学年次２⽉末まで ４学年次６⽉〜

（取得した学⽣の情報）

タイプ３
汎⽤的能⼒・専⾨活⽤型
インターンシップ
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ハローワークでは、⼀定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに
紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求⼈を⼀定期間受け付けませ
ん（以下、「不受理」という）。
不受理となる対象と不受理期間

１．労働基準法と最低賃⾦法に関する規定

下表１・２のように、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、
公表されたりした場合に、求⼈が不受理の対象となります。不受理の期間は、AまたはBの２
通り（※１）があります。

２．職業安定法、労働施策総合推進法、男⼥雇⽤機会均等法及び育児介護休業法に関する規定

1

不受理期間 Ａ

法違反是正後６カ⽉経過するまで

不受理期間 Ｂ
送検された⽇から１年経過するまで
（是正後６カ⽉経過するまでは、

不受理期間を延⻑）

（※２）同⼀条項とは項レベルまで同⼀のものをいいます。
例えば、労働基準法第37条第１項を１年に２回以上違反している場合 など

（※１）不受理期間A・Bは、それぞれ下の期間です。

不受理期間不受理となる対象

Ａ（１）１年間に２回以上同⼀条項（※２）の違反について是正勧告を受けている場合

Ａ（２）違法な⻑時間労働を繰り返している企業として公表された場合

Ｂ（３）対象条項違反により送検され、公表された場合

不受理期間不受理となる対象

Ａ（１）法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

職業紹介事業所における不受理の取扱い

⼤卒者の就職活動は、ハローワーク以外を活⽤するケースが多いため、不受理の取扱いに関
しては、職業紹介事業者（⼤学や特定地⽅公共団体などを含む。）もハローワークに準じた
取扱を⾏っていただくようお願いしています。

４ ハローワークにおける求人不受理について4
ハローワークでは、⼀定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに

紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求⼈を⼀定期間受け付けませ
ん（以下、「不受理」という）。
不受理となる対象と不受理期間

１．労働基準法と最低賃⾦法に関する規定

下表１・２のように、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、
公表されたりした場合に、求⼈が不受理の対象となります。不受理の期間は、AまたはBの２
通り（※１）があります。

２．職業安定法、労働施策総合推進法、男⼥雇⽤機会均等法及び育児介護休業法に関する規定

1

不受理期間 Ａ

法違反是正後６カ⽉経過するまで

不受理期間 Ｂ
送検された⽇から１年経過するまで
（是正後６カ⽉経過するまでは、

不受理期間を延⻑）

（※２）同⼀条項とは項レベルまで同⼀のものをいいます。
例えば、労働基準法第37条第１項を１年に２回以上違反している場合 など

（※１）不受理期間A・Bは、それぞれ下の期間です。

不受理期間不受理となる対象

Ａ（１）１年間に２回以上同⼀条項（※２）の違反について是正勧告を受けている場合

Ａ（２）違法な⻑時間労働を繰り返している企業として公表された場合

Ｂ（３）対象条項違反により送検され、公表された場合

不受理期間不受理となる対象

Ａ（１）法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

職業紹介事業所における不受理の取扱い

⼤卒者の就職活動は、ハローワーク以外を活⽤するケースが多いため、不受理の取扱いに関
しては、職業紹介事業者（⼤学や特定地⽅公共団体などを含む。）もハローワークに準じた
取扱を⾏っていただくようお願いしています。

４ ハローワークにおける求人不受理について
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◆ 不受理期間 Ａ ◆ 法違反が是正されるまでの期間に加え、
是正後６カ⽉経過するまでの期間

◆ 不受理期間 Ｂ ◆ 送検された⽇から１年経過するまでの期間
（ただし、是正後６カ⽉経過するまでは、不受理期間を延⻑）

不受理期間は、以下の「不受理期間Ａ」「不受理期間Ｂ」のとおり、違反の
程度や内容によって定められています。
なお、事業主からハローワークへ既に提出済みの求⼈についても、不受理期
間中は、ハローワークから求職者へ職業紹介を⾏いません。

不受理となる対象１-(１) ︓１年間に２回以上の同⼀条項違反について是正勧告を受けた場合

不受理となる対象１- (２) ︓ 違法な⻑時間労働を繰り返している企業として公表された場合
不受理となる対象２- (１) ︓ 法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合

不受理期間
について

是正 不受理解除

６カ月１年以内

是正勧告 是正勧告

不受理期間

是正 不受理解除

６カ月

公表

不受理期間

送検 是正 不受理解除

１年(12カ月)

不受理期間

送検 是正 不受理解除

６カ月
１年(12カ月)

不受理期間 不受理期間（延⻑）

不受理となる対象１- (３)︓ 対象条項違反で送検され、公表された場合

ただし、

送検から１年経過す
るまでは不受理期間
となります。

送検から１年経過し
ていても、是正から
６カ⽉経過していな
い場合は、不受理期
間が延⻑となります。
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（１）求⼈内容の変更について
・ 求⼈票作成後に記載内容（仕事内容の追記や抹消、条件等）の変更を希望される場合は、
事前にハローワークへご連絡をお願いします。なお、変更後の求⼈票は、指定校求⼈の場合

（公開求⼈であって、任意の⾼校へ提出されている場合も含む）、必ず⾼校へ再提出願います。
・ ⾼校へ提出した（公開した）時点よりも条件が下がる等、変更の内容によっては⾼校への
丁寧な説明も⽣じるため、求⼈票作成後の内容変更はお控え願います。

４４ 新規学卒求人の変更や取消しについて

（２）指定校求⼈から公開求⼈への変更について
・ 指定した⾼校から応募がなかった場合、公開求⼈への変更や指定校の追加は可能です。

⼿続きについては、管轄のハローワークへお問い合わせください。
・ 公開求⼈から指定校求⼈への変更はできません。

（３）求⼈の取消しや求⼈数の削減について
・ ⾼卒求⼈は、充⾜（求⼈数に対して同数以上の内定を出すこと）していない状況での求⼈
の取消や求⼈数の削減はできません。
やむを得ず、当該事由が⽣じることとなった場合は、所定の様式の提出が必要となります

ので、ハローワークまで必ずご相談願います。
作成した求⼈は、受付期間に指定がない場合、原則翌年６⽉末まで応募を受け付けていた

だくこととなりますが、受付期間の「終期」を設ける場合、充⾜状況にかかわらず受付期間
終了後の応募を受け付ける必要はありません。
なお、受付期間の終期を設定した場合で、当該期間に応募がなく引き続き募集を続けたい

場合は、終期を後の⽇に変更することは可能です（前の⽇に変更することはできません）。
受付期間の終期を設定する場合、的確な採⽤計画に基づき設定していただくようお願いし

ます。
・ ⼤卒等求⼈については、募集⼈員の合計を、当初の募集⼈員の合計より３０⼈以上かつ３
割以上減じようとする場合や、求⼈取消を⾏う場合は、所定の様式の提出が必要となります
ので、ハローワークまで必ずご相談願います。

求⼈者マイページからの
⾼卒求⼈の内容訂正・求⼈取消はできません

⾼卒求⼈についてはマイページからの求⼈情報変更および求⼈
取消は⾏えません。やむを得ず募集の中⽌または募集⼈員の削減
を希望する場合は、提出いただく書類がございますので、必ずハ
ローワークへ直接ご相談ください。

5（１）求⼈内容の変更について
・ 求⼈票作成後に記載内容（仕事内容の追記や抹消、条件等）の変更を希望される場合は、
事前にハローワークへご連絡をお願いします。なお、変更後の求⼈票は、指定校求⼈の場合

（公開求⼈であって、任意の⾼校へ提出されている場合も含む）、必ず⾼校へ再提出願います。
・ ⾼校へ提出した（公開した）時点よりも条件が下がる等、変更の内容によっては⾼校への
丁寧な説明も⽣じるため、求⼈票作成後の内容変更はお控え願います。

４４ 新規学卒求人の変更や取消しについて

（２）指定校求⼈から公開求⼈への変更について
・ 指定した⾼校から応募がなかった場合、公開求⼈への変更や指定校の追加は可能です。

⼿続きについては、管轄のハローワークへお問い合わせください。
・ 公開求⼈から指定校求⼈への変更はできません。

（３）求⼈の取消しや求⼈数の削減について
・ ⾼卒求⼈は、充⾜（求⼈数に対して同数以上の内定を出すこと）していない状況での求⼈
の取消や求⼈数の削減はできません。
やむを得ず、当該事由が⽣じることとなった場合は、所定の様式の提出が必要となります

ので、ハローワークまで必ずご相談願います。
作成した求⼈は、受付期間に指定がない場合、原則翌年６⽉末まで応募を受け付けていた

だくこととなりますが、受付期間の「終期」を設ける場合、充⾜状況にかかわらず受付期間
終了後の応募を受け付ける必要はありません。
なお、受付期間の終期を設定した場合で、当該期間に応募がなく引き続き募集を続けたい

場合は、終期を後の⽇に変更することは可能です（前の⽇に変更することはできません）。
受付期間の終期を設定する場合、的確な採⽤計画に基づき設定していただくようお願いし

ます。
・ ⼤卒等求⼈については、募集⼈員の合計を、当初の募集⼈員の合計より３０⼈以上かつ３
割以上減じようとする場合や、求⼈取消を⾏う場合は、所定の様式の提出が必要となります
ので、ハローワークまで必ずご相談願います。

求⼈者マイページからの
⾼卒求⼈の内容訂正・求⼈取消はできません

⾼卒求⼈についてはマイページからの求⼈情報変更および求⼈
取消は⾏えません。やむを得ず募集の中⽌または募集⼈員の削減
を希望する場合は、提出いただく書類がございますので、必ずハ
ローワークへ直接ご相談ください。
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若者の採用育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優
良な中小企業(※)を、厚生労働大臣が認定する制度で、
認定を受けた企業のことを「ユースエール認定企業」とい
います。
※中小企業：常時雇用する労働者300人以下の企業

- 34 -

6 ユースエール認定制度のご案内

認定を受けるメリットは？

認定を取得すること自体が、「若者にとって働きやすい優良企業」
であると国からお墨付きを与えられたということになりますので、
これだけでも十分求職者に対してアピールができますが、
以下の各種支援等のメリットも受けることができます。

01 ハローワーク等での重点的なPRの実施
県内各ハローワークが認定企業を積極的にPRすることで、若者からの応募増が期待で
きます。また、厚生労働省や新潟労働局が運営するHP等に企業情報を掲載しますの
で、企業PRを幅広く実施することができます。

労働局やハローワークが開催する、合同企業説明会
や面接会に優先的に参加することができます！

02 合同企業説明会等の優先参加

自社商品等に「認定マーク」が使える
自社の商品や広告、名刺などに認定マークの使用が可能と
なり、認定を受けた優良企業であることを内外にアピール
することができます！

「 年度」には、認定を受け
た年度が表示されます。
認定基準をいつから満たし続け
ている企業なのか、マークから
わかります。

04 低利融資や公共調達の加点評価
株式会社日本政策金融公庫による低利融資や、公共調達（入札）における加点評価を
受けることができます。
また、一部の地方公共団体が行う事業（補助金、奨励金、融資制度等）において、
優遇措置が設けられている場合があります。

05 「企業のイメージアップ」による「優秀な人材確保」や
「社員の職場定着」が期待できる

6
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認定基準は？

認定申請の手続きは？

認定申請手続きの詳細は、管轄のハローワーク（P170～173）へお問い合わせください。
申請の流れや申請書の様式等は、以下のホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/youthyell_001.html
新潟ワークナビ＞各種バナー＞ユースエール認定制度
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若者採用が
会社のイメージUPで

ユース
エール認定企業の

自社の商品、広告などに
認定マークを使用し、
優良企業をアピール！

　など

ハローワーク等で
重点的ＰＲを実施

認定企業限定の
就職面接会等への参加

ユース
エール認定企業の
メリット

優良な中小企業の証！

就活中
の若者と優良な中小企業の
マッチングを支援

若者雇用促進
総合サイト

ユースエール
特設サイト

参考資料
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